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【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 画 像 濃 度 情 報 に 応 じ て 像 担 持 体 上 に 形 成 さ れ た 静 電 像 を 現 像 す る 現 像 装 置 に お い て 、
　 ト ナ ー と キ ャ リ ア を 混 合 し た 現 像 剤 を 収 容 す る 現 像 容 器 と 、 前 記 現 像 容 器 内 の ト ナ ー 濃
度 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 手 段 の 出 力 に 応 じ て 前 記 現 像 容 器 へ の ト ナ ー 補 給 量 を
制 御 す る 制 御 手 段 と 、 ト ナ ー 補 給 量 の 制 限 範 囲 を

変 更 す る 変 更 手 段 と 、 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 現 像 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 現 像 容 器 内 の 現 像 剤 を 用 い て 形 成 さ れ た ト ナ ー 画 像 の 濃 度 を 検 知 す る 画 像 濃 度 検 知
手 段 を 有 し 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 ト ナ ー 濃 度 を 検 知 す る 検 知 手 段 の 出 力 と 目 標 値 と を 比 較 し た 結 果
に よ っ て ト ナ ー 補 給 量 の 制 御 を 行 う も の で あ り 、
　 前 記 画 像 濃 度 検 知 手 段 の 出 力 に 応 じ 記 目 標 値 を 補 正 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
の 画 像 形 成 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 は 、 画 像 濃 度 情 報 に 応 じ て 像 担 持 体 上 に 形 成 さ れ た 静 電 像 を 現 像 す る 現 像 装 置 に
お い て 、
　 ト ナ ー と キ ャ リ ア を 混 合 し た 現 像 剤 を 収 容 す る 現 像 容 器 と 、 前 記 現 像 容 器 内 の ト ナ ー 濃
度 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 手 段 の 出 力 に 応 じ て 前 記 現 像 容 器 へ の ト ナ ー 補 給 量 を
制 御 す る 制 御 手 段 と 、 ト ナ ー 補 給 量 の 制 限 範 囲 を

変 更 す る 変 更 手 段 と 、 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
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記 画 像 濃 度 情 報 に 応 じ て

て 前

前 記 制 御 手 段 に よ っ て 制 御 さ れ る 前 記 前
記 画 像 濃 度 情 報 に 応 じ て
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